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第１ 破産・個人再生事件の状況
1 個人破産の件数推移

【2003～2015】
個人の自己破産件数は、改正貸金業法（2006.12成立、2010.6完全施行）の成果として、2015年

まで、減少を続けてきたが、
【2016～2019】

2016年～2019年には、いったん、増加に転じた。その背景には、銀行カードローンによる過剰
融資の問題（総量規制の潜脱）があったと考えられた。
【2020～2022年】
そのため、銀行カードローン問題への対策として、全銀協の自主規制や、金融庁の検査等の取組

が行われると、2020年～2022年には、また少し減少したが、
【2023～現在】

2023年、2024年と再び増加に転じている。2024年には、2013年以降の最高値となっている。

→最近では、大量広告事務所（弁護士・司法書士）により、本来、自己破産を利用すべ
き債務者が任意整理に誘導されていることを考えると、
本来、自己破産を利用すべき多重債務者の数は、統計上の数値以上に、増加している

可能性がある。新たな対策が必要なのではないか。



第１ 破産・個人再生事件の状況
2 破産理由（多重債務に陥った原因）

日弁連は、全国の各弁護士会を通じて、各地裁において、破産事件・個人再生事件の確定記録を調査
している（破産は1992年～、個人再生は2002年～、最近は3年ごと）。

2023年破産事件及び個人再生事件記録調査

日弁連の調査によると、破産理由（多重債務に陥った原因）は、生活苦・低所得（2023年：
65.86％）、病気・医療費（2023年：26.44％）が占める割合が大きいことは、以前から一貫した
傾向であるが、最近では、事業資金（2014年：21.37％→2023年：12.73％）、住宅購入（2014
年：16.05％←2023年：6.08％）は減少している。
他方で、生活用品の購入（2014年：11.21％→2023年：18.00％）やクレジットカードによる

購入（2014年：6.61％→2023年：11.68％）の増加が顕著である。これには、キャッシュレス決
済が普及し、増加してきたことが影響していると考えられる。
また、ギャンブル（2014年：3.87％→2023年：9.89％）、浪費・遊興費（2014年：5.97％

→2023年：12.81％）、投資（株式、会員権、不動産等）（2014年：1.21％→2023年：3.33％）
も、顕著に増加している。
個人再生でも、ギャンブル（2014年：11.02％→2023年：20.05％）、浪費・遊興費（2014

年：16.53％→2023年：23.29％）、投資（株式、会員権、不動産等）（2014年：3.39％→2023
年：5.17％）は、顕著に増加している。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/2023_hasan_kojinsaisei.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/2023_hasan_kojinsaisei.pdf


第１ 破産・個人再生事件の状況
3 破産者の収入と負債額

2023年調査では、破産者の平均月収は138,038円であり、月収20万円未満：
73.65％、月収25万円未満：86.14％、月収30万円未満：93.03％であるが、
負債額は、100万円以上：88.97％、200万円以上：72.59％、300万円以上：

59.13％、400万円以上：48.42％である。
破産者の多くは、年収を超える金額の負債を抱えている。当職の経験でも、破

産者は、年収の2倍、3倍～の負債を抱えていることが普通である。
もちろん、上記の調査では「契約時の年収」は不明であり、また「負債」の中

には住宅ローン・事業資金等も含まれているなど、その全てが貸金業法の総量規
制（または銀行の自主規制）の潜脱といえるわけではないが、
もし仮に、貸金業法の総量規制、銀行の自主規制、クレジット会社の支払可能

見込額調査が十分に機能していれば、破産には至らずに済んだというケースは、
かなり多くを占めているのではないか、と考えられる。



第２ 総量規制の潜脱（銀行および貸金業者）
１ 遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる事例

最近、「簡単に稼げる」「すぐに元が取れる」という副業や投資への勧誘をされ、
「お金がない」と断ると、借入をするように言われる。遠隔操作アプリをインストー
ルすると、画面共有をしながら、オンラインで、借入の申込をしてしまう。という事
例が増えている。そうして、年収の3分の1（または2分の1）を超える金額の貸付が、
容易に行われている。
国民生活センターでも、最近、このような手口が目立つ旨の注意喚起をしている

（2023.6.7公表、2024.5.16更新）。
貸金業者は、他の貸金業者とあわせて、年収の3分の1を超える貸付をすることは禁

止され（総量規制）、多くの銀行は、他行及び貸金業者とあわせて、年収の2分の1を
超える貸付はしないこととしているが（自主規制）、
最近では、借入申込から貸付実行まで、スマホで完結する。同日、次々に借入申込

があると、信用情報への登録・更新が間に合わず、チェック機能が働かない。
こうして、貸金業法の総量規制（銀行の自主規制）が潜脱される。



第２ 総量規制の潜脱（銀行および貸金業者）
２ 仙台弁護士会の意見書
仙台弁護士会は、2024.12.18の意見書で、
仙台弁護士会 » 過剰貸付による消費者被害を防止するための対策を求める意見書

①金融庁は、指定信用情報機関及び貸金業者に対し、監督権限を適切に行使すること。
②指定信用情報機関は、信用情報登録や更新をリアルタイムで行うなど、貸金業者が
オンライン上で常に最新の信用情報にアクセスできるようにすること。
③日本貸金業協会は、貸金業者に対し、返済能力調査及び過剰貸付禁止の順守を徹底
すること。
などを求めている。

同意見書は、信用情報登録の登録や更新をリアルタイムで行うことには「技術上の
制約や負担も生じるという事情があるとの指摘も考えられる」が、
「上記仕組みを構築するのは、改正貸金業法において指定信用情報機関が整備され

た経緯に鑑みれば当然の責務である」とし、「過剰貸付禁止及び総量規制等の実行化
という指定信用情報機関制度の趣旨目的の重要性が優先される」べきであるとする。

https://senben.org/archives/11146
https://senben.org/archives/11146
https://senben.org/archives/11146


第２ 総量規制の潜脱（銀行および貸金業者）
３ 総量規制の潜脱への対策（私見）

（今後の課題として）
信用情報の登録や更新はリアルタイムで行い、貸金業者、銀行、クレジット会社は、オンラインで、常に最新の情報

にアクセスできるようにすべきではないか。
貸金業法の総量規制（または銀行の自主規制）の趣旨に明らかに反する貸付が、容易に行われてしまっている現状を、

技術上の制約やコストを理由に放置してよいのか。

（現状でもできることとして）
現状でも、貸金業者等は、融資審査のために信用情報期間への照会をしたとき、同日、他社への融資申込がなされて

いる事実を、リアルタイムで把握できるのではないか。
だとすれば、少なくとも、同日、他社への融資申込がなされている事実を把握した場合には、スマホで手続きを完結

させることなく、申込者に対し、他社からの借入とあわせて年収の３分の１（または2分の1）を超えるような貸付はで
きないことを説明し、通常の審査よりも詳細に、厳密に、必要な資金額および使途等を確認すべきではないか。
そのような対応をすべきことを、貸金業協会および全銀協の自主規制として、定められないか。また、金融庁の監督

指針に盛り込めないか。
現在でも、「貸金業者向けの総合的な監督指針」では「貸付審査」に関する「貸金業者の監督に当たっての留意事

項」として「顧客等に係る信用情報の照会が信用情報機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが推察さ
れる場合には、より慎重な貸付審査を行うなど、過剰貸付けの防止に努めているか。」を例示しているが、その記載を、
より具体化し、実効性のあるものにできないか。



第３ ギャンブルのためのクレジット利用（クレジット会社）

1 オンラインカジノでのクレジットカード決済

ギャンブル等依存症対策推進基本計画（令7.3.21）によれば、
警察庁、金融庁及び経済産業省は、連携して、オンラインカジノへの送金及びオン

ラインカジノでのクレジットカード決済を抑止するため、事業者等に対して注意喚起
を実施し、
経済産業省は、警察庁等から情報提供を受けた場合、クレジットカード会社及び国

際ブランド会社に対して当該情報を提供するとともに、クレジットカード決済網から
の排除などの対応を推進するように要請する、とのことであるが、
インターネット上では、今でも、オンラインカジノにクレジットカードが利用でき

る旨の告知がされ、オンラインカジノに利用できるクレジットカードの一覧などの案
内が、数多く存在する。
→上記のような取組は、実効性のある対策にはなり得ていないのではないか。
それよりも、むしろ、決済代行業者へのアプローチ（それを可能にするための仕組

み）が必要ではないか。



第３ ギャンブルのためのクレジット利用（クレジット会社）

２ 公営ギャンブルのクレジット決済

ギャンブル等依存症対策推進基本計画（令7.3.21）によれば、
競馬場及び場外馬券売場のＡＴＭ、競輪場及び場外車券売場のＡＴＭ、競走場及び場外舟券売

場のＡＴＭは全て撤去され、ぱちんこ営業所内に設置されているＡＴＭ及びデビットカードシス
テムについても、実態把握を行いつつ、順次撤去等を推進していく、とのことである。
これまで、競馬場、競輪場等におけるキャッシング機能の停止、ＡＴＭの撤去等の施策を進め

てきた趣旨は、ギャンブル依存症対策としての「ギャンブル資金調達の制限」であり、特に、
ギャンブルのための借入が可能であると、歯止めがきかず、のめりこんでしまうからである。
しかし、現在、競馬・競輪・競艇では、馬券・車券・舟券をインターネットで購入することが

できる上（公営ギャンブルのオンラインギャンブル化）、競馬・競輪では、馬券・車券の購入の
ために、クレジットカードを利用することもできる。
クレジットカードによる馬券・車券の購入は後払いであり、しかも後でリボに変更することも

できるというのでは、馬券・車券の購入のための借入を認めているのと、実質的には同じことで
はないか。
→これまで、競馬場、競輪場等におけるキャッシング機能の停止、ＡＴＭの撤去等の施策を進め
てきたことと、明らかに矛盾するのではないか。



第３ ギャンブルのためのクレジット利用（クレジット会社）

３ ギャンブルのためのクレジット利用への対策（私見）

（今後の課題として）
オンラインカジノへのクレジット決済を抑止するため、その他、クレジット決済に

よる不適正販売行為を防止するために、クレジットカード決済について、いわゆる決
済代行業者等に対する登録制を導入し、登録審査事項として、国内に営業所を有する
こと、加盟店調査の実施体制を整備すること等を定め、行政規制権限を規定すること
とすべきではないか（2024.7.19、日弁連意見書を参照）。
キャッシュレス決済における決済代行業者等の加盟店調査措置義務等の整備を求める
意見書

（現状でもできることとして）
これまで、競馬場・競輪場等において、キャッシング機能を停止し、ＡＴＭを撤去

するなど、ギャンブル資金の調達を制限（特に、ギャンブル資金の借入を防止）しよ
うとしてきた趣旨を貫徹するため、競馬・競輪等の公営ギャンブルにおけるクレジッ
ト決済は、なくすべきではないか。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2024/240719.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2024/240719.pdf


第４ 大量広告事務所問題（弁護士）
１ 不適切な弁護士業務広告

数年前から、多重債務者向けに、「借金減額診断」「借金減額シミュレーター」などで「借金
を減額できます」と診断し、弁護士が推奨する「国が認めた借金救済制度」で借金を減額しま
しょうと案内し、債務整理の委任に誘導する広告が、インターネット上にあふれている。
このような大量広告事務所（弁護士）において、債務整理事件の不適切処理が横行している。
債務整理を受任するとき、債務者との間で、直接個別の面談をしない。形式的には面談をして

も、生活状況の聞き取り、債務者の意向確認、各債務整理手続のメリット・デメリットの説明が
不十分。費用が高額。自己破産が相当な事案についても、無理な任意整理に誘導する。など。

→「誤導または誤認のおそれのある広告」「誇大または過度な期待を抱かせる広告」に当たるの
ではないか。弁護士による「債務整理二次被害」というべきではないか。



第４ 大量広告事務所問題（弁護士）
２ 「業務広告に関する指針」の改正

日弁連は、「弁護士等の業務広告に関する規程」において「誤導又は誤認のおそれのある広
告」「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」を禁止するなどし、弁護士会による調査と、違反行
為の中止・排除等の措置を定めている。
「業務広告に関する指針」は上記の規程の解釈及び運用についての指針を定めるものである。

令7.2.20、日弁連は「業務広告に関する指針」を改正し、
日本弁護士連合会：弁護士に相談・依頼をするみなさまへ

「誤導又は誤認のおそれのある広告」の例として「24時間365日相談対応」「全国対応」など、
「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」の例として「国が認めた借金減額制度」「借金減額診
断」などの例示をした。

上記の指針改正後の状況も踏まえて、今後、さらに「弁護士等の業務広告に関する規程」及び
「業務広告に関する指針」の改正等が検討されている。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html


第４ 大量広告事務所問題（弁護士）
３ 「債務整理事件処理の規律を定める規程」について

日弁連は、「債務整理事件処理の規律を定める規程」において、
・弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、面談することに困難な特段
の事情がない限り、あらかじめ、当該債務者と面談して、債務の内容、資産・収
入・生活費その他の生活状況など、必要事項を聴取する義務があること。
・弁護士は、債務整理事件を受任する際には、上記の聴取に引き続いて、自ら、
事件処理の方針及び見通し、弁護士報酬その他の費用、予想される不利益事項等
の説明をする義務があること。
など、弁護士が遵守すべき事項を定めている。
この規程の遵守・徹底が求められる。



第４ 大量広告事務所問題（弁護士）
４ 大量広告事務所問題への対策（私見）

令7.2.20、日弁連の「業務広告に関する指針」が改正されると、それにあわせて、
一部の大量広告事務所（弁護士）では、広告の表現ぶりを修正したようである。
しかし、多少の文言の修正はあっても、実質的には、相変わらず「誤導または

誤認のおそれ」「誇大または過度な期待を抱かせるおそれ」があると考えられる
ような広告が多く存在する。
日弁連として、引き続き、随時、「業務広告に関する指針」を改正するなどし

て、今後とも、臨機応変に対応していくことができるか。
また、「弁護士等の業務広告に関する規程」に違反する広告を根絶し、「債務

整理事件処理の規律を定める規程」に違反する事務処理が行われないようにする
ために、これら規程の実効性を確保するための対策も、求められるのではないか。
どうやって違反行為を発見するか、弁護士会による調査、違反行為の中止・排

除等の措置を機能的に行うための工夫をどう考えるか、など。



資料1 2025年10月1日 
弁護士　三上理



資料2 2025年10月1日 
弁護士　三上理
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弁護士　三上理



日弁連ウェブサイト掲載資料の一部抜粋 
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/2023_hasan_kojinsaisei.pdf 

資料4 2025年10月1日 
弁護士　三上理
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